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新型コロナウイルス感染症予防対策への協力依頼について 

現在、国内外において新型コロナウイルス関連肺炎が発生しています。日本国内にお

いて、新型コロナウイルス感染症を ※1「指定感染症」として定める等の政令が決定し

たところです。当該政令により指定感染症に指定されたため、今後新型コロナウイルス

感染症は、 ※2 学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされます。 

罹患予防のためには、風邪やインフルエンザが多い時期であることも踏まえて、※3

マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い等、感染予防対策を行うことが基本になりま

すので、励行をお願いいたします。 

※1 新型コロナウイルス感染症の対応について（内閣官房）

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

※2 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

※3 咳エチケットについて（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf 

手洗いについて（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf 

以上 

新型コロナウイルスに関し心配な事があり 

ましたら保健室まで電話でご相談ください。 

山陽小野田市立山口東京理科大学保健室 

電話 0836-88-4507（内線 507） 
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